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まえがき

この規格は，工業標準化法に基づいて，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。

JIS X 4064 には，次に示す附属書がある。

附属書 1（規定）機能の有効性と割当てキー

附属書 2（参考）論理キーと物理キーとの対応
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日本工業規格 JIS
X 4064：2002

仮名漢字変換システムの基本機能

Basic functions of Kana-Kanji conversion systems

1. 適用範囲　この規格は，仮名漢字変換システムが備えなければならない基本機能を規定する。

  この規格は，仮名漢字変換システムの応用プログラムインタフェースは規定しない。

2. 引用規格　次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。

JIS X 0201　7 ビット及び 8 ビットの情報交換用符号化文字集合

JIS X 0208　7 ビット及び 8 ビットの 2 バイト情報交換用符号化漢字集合

JIS X 0213　7 ビット及び 8 ビットの 2 バイト情報交換用符号化拡張漢字集合

JIS X 0221-1　国際符号化文字集合(UCS)－第 1 部：体系及び基本多言語面

3. 定義　この規格で用いる主な用語の定義は，次による。

a) 操作単位　入力バッファに対する，入力・削除・移動の 小単位。この規格では，どういう変換の際

にどういう文字列が操作単位となるかは，規定しない。

参考 例えば，ローマ字変換によって“kya”が“きゃ”に変換された場合，“きゃ”全体を 1 操作単

位とする処理系や，“き”と“ゃ”それぞれを 1 操作単位とする処理系があり得る。また，“issho”

が“いっしょ”に変換された場合，“い”“っ”“しょ”それぞれを 1 操作単位とする処理系や，

“い”“っしょ”それぞれを 1 操作単位とする処理系があり得る。

b) 応用プログラム　仮名漢字変換システムを介して，利用者からの文字入力データを要求するソフトウ

ェアの総称。

c) カーソル　表示画面上で利用者が文字入力を行う位置を示す印。視覚的な外形を持つ。

d) キー入力　カーソルでガイドされる入力位置に打鍵操作によって文字を入力すること。

e) ローマ字仮名変換　英字及び記号の列をローマ字綴りと見なして仮名文字列に変換すること。

f) ローマ字入力方式　利用者のキー入力をローマ字キーボードからの入力と見なし，仮名漢字変換シス

テムに与える方式。

g) 仮名漢字変換システム　利用者のキー入力を漢字・平仮名・カタカナ・英数字・記号類を含む仮名漢

字交じり文へ，利用者を補助して，変換するシステム。仮名漢字変換システムは，応用プログラムか

ら制御することができる。

h) 仮名入力方式　利用者のキー入力を仮名キーボードからの入力と見なし，仮名漢字変換システムに与

える方式。

i) 確定　利用者が仮名漢字変換システムによって入力した文字列を応用プログラムに渡す動作。

j) 注目文節　仮名漢字変換システムが行う処理の対象になっている文節。


